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５～１１歳の小児もオミクロン株に対応した 

新型コロナワクチンが接種できるようになります 

 
１ 対象者   

以下のいずれかに該当し、最終の接種から３か月以上経過したさいたま市に住民 
登録のある５～１１歳の小児 

（１）従来型の小児用ワクチン（５～１１歳用）を２回以上接種している方 
（２）乳幼児用ワクチン（６か月～４歳用）を３回接種している方 

 
２ 使用するワクチン  

ファイザー社のオミクロン株（ＢＡ.４-５）と従来株に対応した２価ワクチン（５～１１歳用）  
※同社の１２歳以上向けワクチンと用法・用量が異なります。 

 
３ 接種会場 

小児科を中心とした個別接種実施医療機関 

 
４ 接種開始日 
  ３月２７日（月） 
  ※４月１日以降も引き続き接種を実施します。 

 
５ 予約枠公開日時 
  ３月２０日（月）１３時００分 

 
６ 予約方法 
（１）さいたま市ワクチン接種予約サイトでの Web 予約 
（２）さいたま市コロナワクチンコールセンターでの電話予約 
（３）かかりつけ医等での直接予約 

 
７ 接種用クーポン券 
・ 小児用のオミクロン株対応ワクチンは、３回目、４回目いずれかの接種用クーポン

券をお持ちであれば、１人１回接種できます。 
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・ 接種用クーポン券は、小児用のオミクロン株対応ワクチンの接種間隔が３か月で

あることから、最終接種日に応じて、次のとおり発送します。なお、既に３回目 
接種用クーポン券をお持ちの方は、お手元の接種用クーポン券をお使いください。 

 
（１）３回目接種用クーポン券の発送スケジュール 

発送日 
(令和５年) 

最終接種日 

３月２０日(月) 令和４年１０月 ８日(土)～令和４年１２月２１日(水) 

３月２８日(火) 令和４年１２月２２日(木)～令和４年１２月２８日(水) 

※以降、４回目接種用クーポン券の発送スケジュールと同じ 

 
（２）４回目接種用クーポン券の発送スケジュール 

発送日 
(令和５年) 

最終接種日 

３月２８日(火) ～令和４年１２月２８日(水) 

４月 ４日(火) 令和４年１２月２９日(木)～令和５年 １月 ４日(水) 

４月１１日(火) 令和５年 １月 ５日(木)～令和５年 １月１１日(水) 

※以降、毎週火曜日に順次発送予定 

 
８ 保護者の同意と立ち会い 
  ワクチンを接種する際には、感染症予防の効果と副反応のリスクの双方についての

正しい情報を確認し、お子様とご相談のうえ、保護者の方が接種のご判断をお願いし

ます。保護者の方の同意なく、接種が行われることはありません。 
（参考：厚生労働省「５～１１歳の子どもへの接種（小児接種）についてのお知らせ」） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_for_children.html 
 
９ その他 

・ 従来型の小児用ワクチンでの３回目接種を予約済みの方で、小児用のオミクロン

株対応ワクチンでの接種を希望される方は、ご自身で予約のキャンセルと、予約

枠公開日時以降の再予約の手続きをお願いします。 
・ 接種用クーポン券を紛失した方は、以下より再発行の申請をしてください。 
（参考：さいたま市ホームページ「接種用クーポン券の再発行について」） 

https://www.city.saitama.jp/002/001/008/006/013/021/002/p086052.html 
 

【さいたま市コロナワクチンコールセンター】 

９時００分から２１時００分まで（年中無休） 

電話番号：０１２０－２０１－１７８ 

ＦＡＸ番号：０１２０－２８９－１３９ 


